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第８９号議案 

   豊川市手数料条例の一部改正について（建設部関係） 

 豊川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和４年１２月１日提出 

                     豊川市長 竹 本 幸 夫   

 

 

   豊川市手数料条例の一部を改正する条例 

 豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

     理 由 

 この案を提出するのは、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則及び建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部改正を踏まえ、

共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定申請等に係る手数料の区分を見直すとともに、所要の規定の整備を

行う必要があるからである。 

 


